
運転免許証と車検証をチェックして
運転できるトラックかどうか

必ず確認しよう

無免許運転や免許条件違反を防止するために

公益社団法人



普通免許平成 19 年
６月１日まで

平成 29 年
３月 12 日以降

８トン未満 ５トン未満

普通免許 3.5 トン未満 ２トン未満

中型免許 ５トン以上 11 トン未満 ３トン以上 6.5 トン未満

中型免許 7.5 トン以上 11 トン未満 4.5 トン以上 6.5 トン未満

準中型免許 3.5トン以上 7.5トン未満 ２トン以上 4.5 トン未満

普通免許 ５トン未満 ３トン未満

大型免許 ８トン以上 ５トン以上

大型免許 11 トン以上 6.5 トン以上

大型免許 11 トン以上 6.5 トン以上

平成 19 年６月２日

平成 29 年３月 11 日
～

取得時期 免許の区分
車両総重量 最大積載量

　トラックの運転に係る運転免許 (普通、準中型、中型、大型 )は、運転免許を取

得した時期によって、運転できる自動車の範囲が異なります。自分の保有している

運転免許証を確認し、運転できる自動車の範囲を正しく理解しておきましょう。

運転できる自動車の範囲

運転免許証の見方

平成19年６月２日
「中型免許」導入

※平成 19 年 6 月 1 日以前は、トラックの運転に係る運転免許（けん引免許を除く。以下同じ）は「普通免許」
　と「大型免許」の２種類でした。
※道路交通法の改正により、平成 19 年 6 月 2 日に「中型免許」が導入され、トラックの運転に係る運転免許
　は「普通免許」、「中型免許」、「大型免許」の３種類になりました。
※道路交通法の改正により、平成 29 年 3 月 12 日に「準中型免許」が導入され、トラックの運転に係る運転
　免許は「普通免許」、「準中型免許」、「中型免許」、「大型免許」の４種類になりました。

普通、準中型、中型、
大型等のうちで最初に
免許を取得した年月日

取得している免許の種類

自動二輪、小型特殊、
原付のうちで最初に免
許を取得した年月日

第二種免許を最初に
取得した年月日

免許の条件や制限など

直近の免許更新年月日
(免許を交付された日)

運転免許証の有効期限

運転者の区分

３０平成 年 ０５ 日月０３

優良

３５ ０４ １７

運　輸　　太　郎　

眼 鏡 等
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和６２ 年　 ３ 月 １７ 日 生

平成１９年 ０７月 ２４日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

準
中
型

★特に赤枠で囲んだ部分のチェックが重要 !!

運転免許の取得時期による
運転免許の種類と運転できる自動車の範囲

参
照
頁

平成 29 年３月 12 日
「準中型免許」導入

１

(この運転免許証は、実物を元に描き起こした模式図です。)

3～ 4

5～ 9

10

※元号が変更になった場合は、
　西暦に読み替えてください。
　平成 31 年 ⇒ 2019 年
　平成 32 年 ⇒ 2020 年
　平成 33 年 ⇒ 2021 年
　平成 34 年 ⇒ 2022 年
　平成 35 年 ⇒ 2023 年
※元号が変更になったことを
　理由に新たな免許証は交付
　されません。



普通免許は
免許の取得時期によって

運転できる自動車が異なります !!

【運転できる自動車】

普通自動車　　 3.5 トン未満 

準中型自動車　 3.5 トン以上 7.5 トン未満

中型自動車　   8 トン未満

★中型自動車は一部しか運転できません !!
★大型自動車は一切運転できません !!

平成 19 年 6 月 1 日以前に普通免許を取得した場合

３０平成 年 １５ 日月０３

優良

３５ ０５ ０４

運　輸　　太　郎

眼 鏡 等
中型車は中型車（８ｔ）に限る

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和５６ 年　 ４ 月   ４ 日 生

平成１６年 ０４月 10日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

中
型

表示は「中型」になります。

★赤枠で囲んだ箇所をしっかりチェックしましょう !!

平成 19 年６月２日～平成 29 年３月 11 日の間に普通免許を取得した場合

平成 29 年 3 月 12 日以降に普通免許を取得した場合

２９平成 年 ２１ 日月１０

３２ ０９ １３

運　輸　　太　郎　

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　８ 年　 ８ 月 １３ 日 生

平成２９年 １０月 ２１日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

普
通

眼 鏡 等

表示は「普通」になります。

自動車の種類 車両総重量

【平成29年３月12日以降に免許更新をしている場合】

３０平成 年 ２０ 日月０３

優良

３５ ０４ １７

運　輸　　太  郎　

眼 鏡 等
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和６２ 年　 ３ 月 １７ 日 生

平成１９年 ０７月 ２４日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

表示は「準中型」になります。

【運転できる自動車】

普通自動車　　 3.5 トン未満 

準中型自動車　 3.5 トン以上 5トン未満

★準中型自動車は一部しか運転できません !!
★中型や大型自動車は一切運転できません !!

自動車の種類 車両総重量

【平成29年３月12日以降に免許更新をしていない場合】

２８平成 年 １０ 日月０７

優良

３３ ０９ ０９

運　輸　　太　郎　

眼 鏡 等免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　２ 年　 ８ 月   ９ 日 生

平成２３年 ０８月 ０５日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

普
通

表示は「普通」のままになっています。

【運転できる自動車】

普通自動車　　 3.5 トン未満 

準中型自動車　 3.5 トン以上 5トン未満

★「5 トン限定」の表記がなくても、上表の範囲で
　準中型自動車を運転できます !!
★中型や大型自動車は一切運転できません !!
★次回の更新時に「5 トン限定」が表記されます。

自動車の種類 車両総重量

【運転できる自動車】

普通自動車　　 3.5 トン未満

★準中型、中型、大型自動車は一切運転できません !!

自動車の種類 車両総重量

２

準
中
型



●平成16年４月10日に、「中型免許(８トン限定・当時の「普通免許」)」を取得しています。

※この運転免許証を一見すると、平成16年にいきなり「中型免許」を取得したように見えますが、

　そうではありません。平成16年に取得したのは「普通免許」であり、免許制度の改正により平

　成19年６月２日に「中型免許」ができたため、自動的に「普通免許」から「中型免許（８トン

　限定)」に切り替わったものです。

●中型車の免許には、「８トン限定」(８トン未満)の条件が付いています。

●運転時には眼鏡等の使用が義務づけられています。

●直近の運転免許更新日は平成30年３月15日で、「優良運転者」であり、平成35年５月４日まで

　有効です。

平成 19 年６月１日以前に普通免許を取得した場合

この運転免許証でわかること

例１

この運転免許証で運転できる自動車の種類
(小型特殊自動車等を含む。以下同じ)

普通自動車 中型自動車準中型自動車

（８トン限定）

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満

最大積載量
２トン以上4.5トン未満

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

車両総重量
7.5トン以上８トン未満

最大積載量
4.5トン以上５トン未満

３０平成 年 １５ 日月０３

優良

３５ ０５ ０４

運　輸　　太　郎

眼 鏡 等
中型車は中型車（８ｔ）に限る

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和５６ 年　 ４ 月   ４ 日 生

平成１６年 ０４月 10日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

中
型

平成16年４月10日に
中型免許（取得当時
は「普通免許」）を
取得しています。

中型車は「８トン限
定」の条件が付いて
います。

保有している免許の
種類は「中型」です。

普通免許を取得した場合

★中型自動車は一部しか運転できません !!
★大型自動車は一切運転できません !!

３

運転免許証の有効期
限は平成35年５月４
日です。



保有している免許の
種類は「大型」「中
型」「原付」です。

●昭和55年12月４日に「原付免許」、昭和56年４月９日に「中型免許」（８トン限定。取得当時

　は「普通免許」）を取得していますが、「大型免許」の取得年月日は、運転免許証からではわ

　かりません。

●中型車の免許は、「８トン限定」(８トン未満)です。

※大型免許を取得していれば中型自動車は限定なしに運転できますから、「８トン限定」の表記

　があるのは奇妙に思えますが、これは「中型免許」における条件であり、将来高齢等の理由に

　より大型免許を返納した場合等に備えて記載されています。

●直近の運転免許更新日は平成26年７月31日で、「優良運転者」であり、平成31年９月21日まで

　有効です。

平成 19 年６月１日以前に普通免許を取得した場合

この運転免許証でわかること

例２

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 中型自動車準中型自動車

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満

最大積載量
２トン以上4.5トン未満

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

車両総重量
7.5トン以上11トン未満

最大積載量
4.5トン以上6.5トン未満

昭和56年４月９日に
中型免許（取得当時
は「普通免許」）を
取得しています。

中型車は「８トン限
定」の条件が付いて
います。

２６平成 年 ３１ 日月 ０７

優良

３１ ０９ ２１

運　輸　　太　郎　

中型車は中型車（８ｔ）に限る
免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和 36 年   8 月  21 日 生

大
型

中
型

原
付

昭和５６年 ０４月 ０９日

昭和５５年 １２月 ０４日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

昭和55年12月４日に
原付免許を取得して
います。

大型自動車

車両総重量
11トン以上
最大積載量
6.5トン以上

普通免許取得後に上位の免許(大型免許)を取得した場合

４

運転免許証の有効期
限は平成31年９月21
日です。



保有している免許の
種類は「普通」の表
記のままになってい
ます。

●平成23年８月５日に「普通免許」を取得していますが、平成29年３月12日に「準中型免許」が

　できたため、「準中型免許（５トン限定）」に切り替わっています。ただ、平成29年３月12日 

　以降に免許更新をしていないため、運転免許証の表記は従来のままの記載となっており、次回

　の免許更新で「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」との表記がなされます。

●運転時には眼鏡等の使用が義務づけられています。

●直近の運転免許更新日は平成28年７月10日で、「優良運転者」であり、平成33年９月９日まで

　有効です。

平成 19 年６月２日～平成 29 年３月 11 日の間に
普通免許を取得した場合

この運転免許証でわかること

例３

平成23年８月５日に
「普通免許」を取得
しています。

準中型車は「５トン
限定」という条件が
付いていません。

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 準中型自動車

車両総重量
3.5トン以上５トン未満

最大積載量
２トン以上３トン未満

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

（５トン限定）

平成29年３月12日以降に免許更新をしていない場合

２８平成 年 １０ 日月０７

優良

３３ ０９ ０９

運　輸　　太　郎　

眼 鏡 等免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　２ 年　 ８ 月   ９ 日 生

平成２３年 ０８月 ０５日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

普
通

★準中型自動車は一部しか運転できません !!
★中型や大型自動車は一切運転できません !!

５

運転免許証の有効期
限は平成33年９月９
日です。



保有している免許の
種類は「準中型」で
す。

●平成19年７月24日に「準中型免許」（５トン限定。取得当時は「普通免許」）を取得しています。

※この運転免許証を一見すると、平成19年にいきなり「準中型免許」を取得したように見えます 

　が、そうではありません。平成19年に取得したのは「普通免許」であり、免許制度の改正によ

　り平成29年３月12日に「準中型免許」ができたため、自動的に「普通免許」から「準中型免許

　（５トン限定)」に切り替わったものです。

●準中型車の免許には、「５トン限定」(５トン未満)の条件が付いています。

●運転時には眼鏡等の使用が義務づけられています。

●直近の運転免許更新日は平成30年３月20日で、「優良運転者」であり、平成35年４月17日まで

　有効です。

平成 19 年６月２日～平成 29 年３月 11 日の間に
普通免許を取得した場合

この運転免許証でわかること

例４

平成19年７月24日に
準中型免許（取得当
時は「普通免許」）
を取得しています。

準中型車は「５トン
限定」の条件が付い
ています。

３０平成 年 ２０ 日月０３

優良

３５ ０４ １７

運　輸　　太　郎　

眼 鏡 等
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和６２ 年　 ３ 月 １７ 日 生

平成１９年 ０７月 ２４日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

準
中
型

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 準中型自動車

車両総重量
3.5トン以上５トン未満

最大積載量
２トン以上３トン未満

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

（５トン限定）

平成29年３月12日以降に免許更新をしている場合

運転免許証の有効期
限は平成35年４月17
日です。

６

★準中型自動車は一部しか運転できません !!
★中型や大型自動車は一切運転できません !!



平成 19 年６月２日～平成 29 年３月 11 日の間に
普通免許を取得した場合

例５

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満

最大積載量
２トン以上4.5トン未満

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 準中型自動車

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

表面の変更はありま
せん。

裏面に、限定解除と
その年月日が表記さ
れます。

２８平成 年 １０ 日月０７

優良

３３ ０９ ０９

運　輸　　太　郎　

眼 鏡 等免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　２ 年　 ８ 月   ９ 日 生

平成２３年 ０８月 ０５日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

普
通

表面

裏面

準中型５トン限定免許の限定解除をした場合

＜平成29年３月12日以降に免許更新をしていない場合＞

★準中型自動車は限定なしに運転できますが、
　中型や大型自動車は一切運転できません !!

７

保有している免許の
種類は「普通」の表
記のままになってい
ます。



平成 19 年６月２日～平成 29 年３月 11 日の間に
普通免許を取得した場合

例６

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満

最大積載量
２トン以上4.5トン未満

眼 鏡 等

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 準中型自動車

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

準中型５トン限定免許の限定解除をした場合

２９平成 年 １０ 日月０７

優良

３４ ０９ ０９

運　輸　　太　郎　

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　２ 年　 ８ 月   ９ 日 生

平成２３年 ０８月 ０５日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

表面

準
中
型

＜平成29年３月12日以降に免許更新をしている場合＞

裏面

★準中型自動車は限定なしに運転できますが、
　中型や大型自動車は一切運転できません !!

８

備　考

 以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます（記入は自由です。）。
記入する場合は、１から３までのいずれかの番号を○で囲んでください。
１．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
２．私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
３．私は、臓器を提供しません。
《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》
【心臓・肺・肝臓・腎（じん）臓・膵（すい）臓・小腸・眼球】

特記欄
《自筆署名》
《署名年月日》 年 月 日

保有している免許の
種類は「準中型」で
す。



保有している免許の
種類は「準中型」と
「中型」です。

●平成19年７月24日に「準中型免許」（５トン限定。取得当時は「普通免許」）を取得し、その

　後に上位の免許である「中型免許」を取得していますが、「中型免許」の取得年月日は運転免

　許証からではわかりません。

●準中型車の免許には、「５トン限定」(５トン未満)の条件が付いています。

※中型免許を取得していれば準中型自動車は限定なしに運転できますから、「５トン限定」の表

　記があるのは奇妙に思えますが、これは「準中型免許」における条件であり、将来高齢などを

　理由に中型免許を返納した場合等に備えて記載されています。

●運転時には眼鏡等の使用が義務づけられています。

●直近の運転免許更新日は平成30年３月15日で、「優良運転者」であり、平成35年４月17日まで

　有効です。

平成 19 年６月２日～平成 29 年３月 11 日の間に
普通免許を取得した場合

この運転免許証でわかること

例７

車両総重量
7.5トン以上11トン未満

最大積載量
4.5トン以上6.5トン未満

平成19年７月24日に
準中型免許（取得当
時は「普通免許」）
を取得しています。

準中型車は「５トン
限定」の条件が付い
ています。

３０平成 年 １５ 日月０３

優良

３５ ０４ １７

運　輸　　太　郎　

眼 鏡 等
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

昭和６２ 年　 ３ 月 １７ 日 生

平成１９年 ０７月 ２４日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

準
中
型

普通免許取得後に上位の免許(中型免許等)を取得し、
平成29年３月12日以降に免許更新をしている場合

中
型

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 中型自動車準中型自動車

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満

最大積載量
２トン以上4.5トン未満

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

運転免許証の有効期
限は平成35年４月17
日です。

★大型自動車は一切運転できません !!

９



保有している免許の
種類は「普通」です。

平成 29 年３月 12 日以降に普通免許を取得した場合

例８

車両総重量
3.5トン以上7.5トン未満

最大積載量
２トン以上4.5トン未満

平成29年10月21日に
「普通免許」を取得
しています。

条件は付されていま
せん。

２９平成 年 ２１ 日月１０

３２ ０９ １３

運　輸　　太　郎　

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　８ 年　 ８ 月 １３ 日 生

平成２９年 １０月 ２１日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車 準中型自動車

車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

普通免許を取得した場合

普
通

この運転免許証で運転できる自動車の種類

普通自動車
車両総重量
3.5トン未満
最大積載量
２トン未満

●平成29年10月21日に「普通免許」を取得

　しています。

●初めて取得した運転免許なので、有効

　期間は３年間となり、平成32年９月13

　日まで有効です。

この運転免許証でわかること

例９

平成29年10月21日に
「準中型免許」を取
得しています。

「眼鏡等」の条件が
付いています。

２９平成 年 ２１ 日月１０

３２ ０９ １３

運　輸　　太　郎　

免許の

条件等

二・小・原

他

二種

平成　８ 年　 ８ 月 １３ 日 生

平成２９年 １０月 ２１日

平成００年 ００月 ００日

平成００年 ００月 ００日

０００００

顔写真

準
中
型

最初に準中型免許を取得した場合

眼 鏡 等

保有している免許の種
類は「準中型」です。

●平成29年10月21日に「準中型免許」を取

　得しています。

※「準中型免許」は「普通免許」と同様

　に18歳になれば直接取得でき、「普通

　自動車」も運転できます。

●運転する場合は眼鏡等の使用が義務づ

　けられています。

●初めて取得した運転免許なので、有効

　期間は３年間となり、平成32年９月13

　日まで有効です。

この運転免許証でわかること

★準中型、中型、大型自動車は一切運転できません !!

★中型、大型自動車は一切運転できません !!

運転免許証の有効期
限は平成32年９月13
日です。

運転免許証の有効期
限は平成32年９月13
日です。

10



無免許運転・免許条件違反を
防止するためのチェックポイント !!

ポイント 1

　運転免許証の取得年月日、免許の条件な

どを見て、特に次の点を確認する。

●有効期限が切れていないか

●免許の種類は何か

●免許に条件 (「５トン限定」や「８トン

　限定」等 )が付いていないか

●運転できる自動車の範囲 (車両総重量・

　最大積載量 )はどこまでか

　自動車検査証（車検証）に記載されてい

る車両総重量や最大積載量を見て、運転で

きる自動車かどうかを確認する。

車検証のここを見る !!

ポイント２

免許条件違反と無免許運転

●「５トン限定準中型免許」で、限定を超える

　準中型自動車を運転した場合は、「免許条件

　違反」となります。(「８トン限定」も同様 )

●「５トン限定準中型免許」で、中型自動車や

　大型自動車等を運転した場合は、「無免許運

　転」となります。

●有効期限の過ぎた運転免許証で運転した場

　合は、「無免許運転」となります。

免許条件違反

反則金 9,000 円
( 大型車等の場合 )

違反点数２点

無免許運転

３年以下の懲役
又は 50 万円以下
の罰金

違反点数 25 点
免許取消し
(欠格期間２年  
 ( 最短の場合 )）

※準中型車や中型車
　は「大型車等」に
　含まれます。
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番　号

自 動 車 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号 登録年月日

平成
年 月

人2

cm864

kg2,850

kg kg kg2,230 kg2,790

kg5,020 kg7,980

日

平成
普　　通 事業用年 月

交付年月日 初年登録年月

車 名

車

型 式 原　　動　　機　　の　　型　　式 燃　　料　　の　　種　　類 型式指定番号 種別区分番号総排気量又は定格出力

台 番 号 長 幅 高　　さ 前 前 軸 重 前 後 軸 重 後 前 軸 重 後 後 軸 重さ

乗　車　定　員 最　大　積　載　量 車　両　重　量 車　両　総　重　量

自動車の種類 用　途 自家用・事業用の別 車　体　の　形　状／

平成 年 月 日

自　動　車　検　査　証 車両総重量

最大積載量

平成 30 年 6 月発行

本パンフレットに関する問い合わせ先　公益社団法人全日本トラック協会　交通・環境部　電話 03-3354-1045




